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第 １ 号 平成２５年度徳島県一般会計補正予算（第３号）

平成２５年度徳島県一般会計の補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１，５００千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８７，９０７，８３５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は，「第２表債務負担行為補正」による。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１２ 繰 入 金 ９３，９３９，８４４ １０，０００ ９３，９４９，８４４

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ５６，４１３，８６６ １０，０００ ５６，４２３，８６６

１３ 繰 越 金 ５，９８２，５７２ ３１，５００ ６，０１４，０７２

１ 繰 越 金 ５，９８２，５７２ ３１，５００ ６，０１４，０７２

歳 入 合 計 ４８７，８６６，３３５ ４１，５００ ４８７，９０７，８３５

千円 千円 千円
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ３７，８３７，４２８ ３，０００ ３７，８４０，４２８

１ 総 務 管 理 費 ２６，８２０，６４９ ２，０００ ２６，８２２，６４９

２ 企 画 費 ４，０８８，０２９ １，０００ ４，０８９，０２９

３ 民 生 費 ５８，７９７，８３３ ２，０００ ５８，７９９，８３３

１ 社 会 福 祉 費 ４２，７３８，１７２ ２，０００ ４２，７４０，１７２

７ 商 工 費 ５９，２０３，９８８ １０，０００ ５９，２１３，９８８

１ 商 業 費 ５４，５３５，２４２ １０，０００ ５４，５４５，２４２

８ 土 木 費 ４４，５２２，９５５ １，５００ ４４，５２４，４５５

６ 住 宅 費 １，２８８，５１１ １，５００ １，２９０，０１１

９ 警 察 費 ２２，０１５，６７５ ２５，０００ ２２，０４０，６７５

１ 警 察 管 理 費 １９，９４９，０３９ ２５，０００ １９，９７４，０３９

歳 出 合 計 ４８７，８６６，３３５ ４１，５００ ４８７，９０７，８３５
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第２表 債務負担行為補正

１ 追 加

事 項 期 間 限 度 額

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営協定 自 平成２６年度
至 平成２８年度 ８５，２２４千円

徳島県立牟岐少年自然の家の管理運営協定 自 平成２６年度
至 平成２８年度 ２２４，６５６千円
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第 ２ 号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第２号）

平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，０００千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１３，２１７，６５１千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業・雇用対策事業収入 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１

３ 繰 入 金 ５６，８１６，６００ １０，０００ ５６，８２６，６００

４ 諸 収 入 ５６，３７６，８５１ １１，０００ ５６，３８７，８５１

歳 入 合 計 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１

千円 千円 千円

初校
第２号 平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第２号） ５

平成25年11月議案及び議案説明書



歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 中小企業・雇用対策事業費 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１

１ 中小企業・雇用対策事業費 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１

歳 出 合 計 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１
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徳 島 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 四 百 一 条 の 二 第 六 項 」 を 「 第 四 百 一 条 の 二 第 五 項 」 に 改 め る 。

第 四 条 中 「 は か つ て 」 を 「 諮 つ て 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 を 第 三 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 組 織 ）

第 二 条 審 議 会 は 、 委 員 十 二 人 以 内 で 組 織 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 地 方 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 固 定 資

産 評 価 審 議 会 の 委 員 の 定 数 を 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 号

徳 島 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 固 定 資 産 評 価 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 期 間 は 、 五 年 」 を 「 年 齢 は 、 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 一 号 ） 第 三 条 本 文 に 規 定 す る 年 齢 （ 同 条 第 一 号 に

掲 げ る 職 員 に あ っ て は 、 同 号 に 定 め る 年 齢 ） か ら 五 年 を 減 じ た 年 齢 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 法 第 二 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 職 員 が 申 請 を す る 場 合 に お い て 、 当 該 申 請 に お い て 示 す 日 は 、 前 項 に 規 定 す る 年 齢 に 達 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度

の 四 月 一 日 以 後 の 日 で な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 地 方 公 務 員 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 高 齢 者 部

分 休 業 の 対 象 と な る 職 員 の 年 齢 を 条 例 で 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 号

職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 高 齢 者 部 分 休 業 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校
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職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 中 「 、 給 料 の 」 を 「 、 退 職 の 日 に お け る そ の 者 の 給 料 の 」 に 、 「 給 料 月 額 」 を 「 退 職 日 給 料 月 額 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 傷 病 と す る 。 」 の 下 に

「 以 下 こ の 項 、 」 を 加 え 、 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め 、 「 よ ら ず 」 の 下 に 「 、 か つ 、 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け な い で 」 を

加 え 、 「 を 含 む 」 を 「 及 び 傷 病 に よ ら ず 、 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で の 規 定 に よ る 免 職 の 処 分 を 受 け て 退 職 し た 者 を 含 む 。 以 下 こ の

項 及 び 第 六 条 の 四 第 四 項 に お い て 「 自 己 都 合 等 退 職 者 」 と い う 」 に 、 「 そ の 者 が 」 を 「 自 己 都 合 等 退 職 者 が 」 に 改 め る 。

第 四 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

十 一 年 以 上 二 十 五 年 未 満 の 期 間 勤 続 し た 者 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 日 給 料 月 額 に 、 そ の 者 の 勤 続 期 間 の 区 分 ご と に 当

該 区 分 に 応 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 と す る 。

一 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 一 号 。 以 下 「 定 年 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者 （ 定 年 条 例 第 四 条 第 一 項

又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 勤 務 し た 後 退 職 し た 者 を 含 む 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者

二 法 律 の 規 定 に 基 づ く 任 期 を 終 え て 退 職 し た 者

三 そ の 者 の 事 情 に よ ら な い で 引 き 続 い て 勤 続 す る こ と を 困 難 と す る 理 由 に よ り 退 職 し た 者 で 任 命 権 者 が 知 事 の 承 認 を 得 た も の

四 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て 同 条 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 に 退 職 し た 者

第 四 条 第 二 項 中 「 死 亡 （ 」 を 「 又 は 死 亡 （ 」 に 改 め 、 「 退 職 し 、 又 は 定 年 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 」 を 削 り 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 第 一 項 に 規 定 す る 勤 続 期 間 の 区 分 及 び 当 該 区 分 に 応 じ た 割 合 は 、 次 の と お り と す る 。

第 五 号

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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一 一 年 以 上 十 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 二 十 五

二 十 一 年 以 上 十 五 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 三 十 七 ・ 五

三 十 六 年 以 上 二 十 四 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 二 百

第 五 条 の 見 出 し 中 「 整 理 退 職 等 」 を 「 二 十 五 年 以 上 勤 続 後 の 定 年 退 職 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

次 に 掲 げ る 者 に 対 す る 退 職 手 当 の 基 本 額 は 、 退 職 日 給 料 月 額 に 、 そ の 者 の 勤 続 期 間 の 区 分 ご と に 当 該 区 分 に 応 じ た 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 と す る 。

一 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 定 年 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者 （ 定 年 条 例 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 い て 勤 務 し た 後 退 職 し た 者 を 含

む 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 他 の 法 令 の 規 定 に よ り 退 職 し た 者

二 地 方 公 務 員 法 第 二 十 八 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に よ る 免 職 の 処 分 を 受 け て 退 職 し た 者

三 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 （ 同 条 第 一 項 第 二 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て 同 条 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 に 退 職 し た 者

四 公 務 上 の 傷 病 又 は 死 亡 に よ り 退 職 し た 者

五 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 法 律 の 規 定 に 基 づ く 任 期 を 終 え て 退 職 し た 者

六 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 そ の 者 の 事 情 に よ ら な い で 引 き 続 い て 勤 続 す る こ と を 困 難 と す る 理 由 に よ り 退 職 し た 者 で 任 命 権 者 が 知 事 の 承 認 を 得 た も の

七 二 十 五 年 以 上 勤 続 し 、 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 （ 同 条 第 一 項 第 一 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て 同 条 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日

に 退 職 し た 者

第 五 条 第 二 項 中 「 死 亡 に よ り 退 職 し 、 又 は 定 年 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 」 を 「 又 は 死 亡 に よ り 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 第 一 項 に 規 定 す る 勤 続 期 間 の 区 分 及 び 当 該 区 分 に 応 じ た 割 合 は 、 次 の と お り と す る 。

一 一 年 以 上 十 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 五 十

二 十 一 年 以 上 二 十 五 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 六 十 五

三 二 十 六 年 以 上 三 十 四 年 以 下 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 八 十

四 三 十 五 年 以 上 の 期 間 に つ い て は 、 一 年 に つ き 百 分 の 百 五

第 五 条 の 二 第 二 項 中 「 若 し く は 同 項 第 四 号 」 を 「 、 同 項 第 四 号 」 に 、 「 と し て 退 職 し た 」 を 「 若 し く は 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法

人 等 役 員 と し て 退 職 し た 」 に 、 「 又 は 同 項 第 四 号 」 を 「 、 同 項 第 四 号 」 に 、 「 と な つ た と き 」 を 「 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等

役 員 と な つ た と き 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 職 員 」 を 「 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 職 員 」 に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 「 地 方 公 務 員 等 」

を 「 地 方 公 務 員 」 に 改 め 、 同 項 中 第 十 九 号 を 第 二 十 一 号 と し 、 第 十 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

十 九 第 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 再 び 職 員 と な つ た 者 の 同 項 に 規 定 す る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間
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二 十 第 八 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間

第 五 条 の 三 の 表 以 外 の 部 分 中 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 四 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 五 条 第 一 項 （ 第 一 号 及 び 第 五 号 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 二 十 五 年 以 上 」 を 「 二 十 年 以

上 」 に 、 「 十 年 」 を 「 十 五 年 」 に 、 「 同 項 」 を 「 第 四 条 第 一 項 、 第 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 の 表 読 み 替 え る 規 定 の 欄 中 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 四 条 第 一 項 及 び

第 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 読 み 替 え る 字 句 の 欄 中 「 百 分 の 二 」 を 「 百 分 の 三 （ 退 職 の 日 に お い て 定 め ら れ て い る そ の 者 に 係 る 定 年 と 退 職 の 日 の 属 す る 年 度 の

末 日 に お け る そ の 者 の 年 齢 と の 差 に 相 当 す る 年 数 が 一 年 で あ る 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 二 ） 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 三 の 表 読 み 替 え る 字 句 の 欄 中 「 百 分 の 二 」 を 「 百 分 の 三 （ 退 職 の 日 に お い て 定 め ら れ て い る そ の 者 に 係 る 定 年 と 退 職 の 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 に お け

る そ の 者 の 年 齢 と の 差 に 相 当 す る 年 数 が 一 年 で あ る 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 二 ） 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 四 第 二 項 中 「 第 十 九 号 」 を 「 第 二 十 一 号 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 第 一 号 中 「 自 己 都 合 退 職 者 （ 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 傷 病 又 は 死 亡 に よ ら ず に そ の 者

の 都 合 に よ り 退 職 し た 者 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 「 自 己 都 合 等 退 職 者 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で の 規 定 中 「 自 己 都 合 退 職 者 」 を 「 自

己 都 合 等 退 職 者 」 に 改 め る 。

第 七 条 第 四 項 第 二 号 中 「 基 準 を い う 。 以 下 」 を 「 基 準 を い う 。 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 」 に 、 「 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 五 条 」 を 「 同 法 第 八 条 第 三 項 」 に

改 め 、 「 ） に 関 す る 規 程 」 の 下 に 「 又 は 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 八 条 第 二 項 又 は 同 法 第 五 十

七 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 八 条 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て 職 員 と な つ た 者 の 在 職 期 間 の 計 算 ）

第 八 条 の 二 職 員 の う ち 、 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 い て 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 で 、 当 該 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 の 退 職 手 当 に

関 す る 規 程 又 は 退 職 手 当 の 支 給 の 基 準 （ 地 方 独 立 行 政 法 人 法 第 五 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 基 準 を い う 。 ） に お い て 、

職 員 が 任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 、 退 職 手 当 を 支 給 さ れ な い で 、 引 き 続 い て 当 該 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 の 役 員 と な つ た 場 合 に 、 職 員 と

し て の 勤 続 期 間 を 当 該 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 の 役 員 と し て の 勤 続 期 間 に 通 算 す る こ と と 定 め て い る も の の 役 員 （ 常 時 勤 務 に 服 す る こ と を 要 し な い 者 を 除

く 。 以 下 「 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 」 と い う 。 ） と な る た め 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続 き 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て 在 職 し た 後 引 き 続 い て

再 び 職 員 と な つ た 者 の 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 在 職 期 間 の 計 算 に つ い て は 、 先 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 の 始 期 か ら 後 の 職 員 と し て の 在 職 期 間 の 終 期 ま で の

期 間 は 、 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 と み な す 。

２ 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 が 、 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 の 要 請 に 応 じ 、 引 き 続 い て 職 員 と な る た め 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続 い て 職 員 と な つ た 場 合 に お

け る そ の 者 の 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 に は 、 そ の 者 の 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 を 含 む

も の と す る 。
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３ 前 二 項 の 場 合 に お け る 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と し て の 在 職 期 間 に つ い て は 、 第 七 条 （ 第 四 項 及 び 第 五 項 を 除 く 。 ） の 規 定 を 準 用 し て 計 算 す る 。

（ 定 年 前 に 退 職 す る 意 思 を 有 す る 職 員 の 募 集 等 ）

第 八 条 の 三 任 命 権 者 は 、 定 年 前 に 退 職 す る 意 思 を 有 す る 職 員 の 募 集 で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の を 行 う こ と が で き る 。

一 職 員 の 年 齢 別 構 成 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 年 齢 以 上 の 年 齢 で あ る 職 員 を 対 象 と し て 行 う 募 集

二 職 制 の 改 廃 又 は 勤 務 公 署 の 移 転 を 円 滑 に 実 施 す る こ と を 目 的 と し 、 当 該 職 制 又 は 勤 務 公 署 に 属 す る 職 員 を 対 象 と し て 行 う 募 集

２ 任 命 権 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 募 集 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 募 集 」 と い う 。 ） を 行 う に 当 た つ て は 、 同 項 各 号 の 別 、 第 五 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た

場 合 に 退 職 す べ き 期 日 又 は 期 間 及 び 募 集 の 期 間 そ の 他 当 該 募 集 に 関 し 必 要 な 事 項 で あ つ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 記 載 し た 要 項 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 募 集 実 施 要 項 」 と い う 。 ） を 当 該 募 集 の 対 象 と な る べ き 職 員 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。

３ 次 に 掲 げ る 者 以 外 の 職 員 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 募 集 の 期 間 中 い つ で も 応 募 し 、 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 が 到 来 す る ま

で の 間 い つ で も 応 募 の 取 下 げ を 行 う こ と が で き る 。

一 臨 時 的 に 任 用 さ れ る 職 員 そ の 他 の 法 律 に よ り 任 期 を 定 め て 任 用 さ れ る 者

二 前 項 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 又 は 同 項 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 間 の 末 日 が 到 来 す る ま で に 定 年 に 達 す る 者

三 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ ら な い で 管 理 又 は 監 督 に 係 る 職 務 を 怠 つ た 場 合 に お け る 懲 戒 処 分 を 除 く 。 ） 又

は こ れ に 準 ず る 処 分 を 募 集 の 開 始 の 日 に お い て 受 け て い る 者 又 は 募 集 の 期 間 中 に 受 け た 者

４ 前 項 の 規 定 に よ る 応 募 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 応 募 」 と い う 。 ） 又 は 応 募 の 取 下 げ は 職 員 の 自 発 的 な 意 思 に 委 ね ら れ る も の で あ つ て 、 任 命 権 者 は 職 員

に 対 し こ れ ら を 強 制 し て は な ら な い 。

５ 任 命 権 者 は 、 応 募 を し た 職 員 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 応 募 者 」 と い う 。 ） に つ い て 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 応 募 に よ る 退 職 が 予 定 さ

れ て い る 職 員 で あ る 旨 の 認 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単 に 「 認 定 」 と い う 。 ） を す る も の と す る 。

一 応 募 が 募 集 実 施 要 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に 適 合 し な い 場 合

二 応 募 者 が 応 募 を し た 後 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ ら な い で 管 理 又 は 監 督 に 係 る 職 務 を 怠 つ た 場 合 に お け る

懲 戒 処 分 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 処 分 を 受 け た 場 合

三 応 募 者 が 前 号 に 規 定 す る 処 分 を 受 け る べ き 行 為 （ 在 職 期 間 中 の 応 募 者 の 非 違 に 当 た る 行 為 で あ つ て 、 そ の 非 違 の 内 容 及 び 程 度 に 照 ら し て 当 該 処 分 に 値 す

る こ と が 明 ら か な も の を い う 。 ） を し た こ と を 疑 う に 足 り る 相 当 な 理 由 が あ る 場 合 そ の 他 応 募 者 に 対 し 認 定 を 行 う こ と が 公 務 に 対 す る 信 頼 を 確 保 す る 上 で

支 障 を 生 ず る と 認 め る 場 合

四 応 募 者 を 引 き 続 き 職 務 に 従 事 さ せ る こ と が 公 務 の 能 率 的 運 営 を 確 保 し 、 又 は 長 期 的 な 人 事 管 理 を 計 画 的 に 推 進 す る た め に 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合
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６ 任 命 権 者 は 、 認 定 を し 、 又 は し な い 旨 の 決 定 を し た と き は 、 遅 滞 な く 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 （ 認 定 を し な い 旨 の 決 定 を し た 場 合

に お い て は そ の 理 由 を 含 む 。 ） を 応 募 者 に 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

７ 任 命 権 者 が 募 集 実 施 要 項 に お い て 退 職 す べ き 期 間 を 記 載 し た 場 合 に は 、 認 定 を 行 つ た 後 遅 滞 な く 、 当 該 期 間 内 の い ず れ か の 日 か ら 退 職 す べ き 期 日 を 定 め 、

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 認 定 を し た 旨 を 通 知 し た 応 募 者 に 当 該 期 日 を 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す る 。

８ 認 定 を 受 け た 応 募 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 認 定 は 、 そ の 効 力 を 失 う 。

一 第 十 二 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。

二 第 十 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 を 支 給 し な い 場 合 に 該 当 す る に 至 つ た と き 。

三 募 集 実 施 要 項 に 記 載 さ れ た 退 職 す べ き 期 日 若 し く は 前 項 の 規 定 に よ り 応 募 者 に 通 知 さ れ た 退 職 す べ き 期 日 が 到 来 す る ま で に 退 職 し 、 又 は こ れ ら の 期 日 に

退 職 し な か つ た と き （ 前 二 号 に 掲 げ る と き を 除 く 。 ） 。

四 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ る 懲 戒 処 分 （ 懲 戒 免 職 の 処 分 及 び 故 意 又 は 重 大 な 過 失 に よ ら な い で 管 理 又 は 監 督 に 係 る 職 務 を 怠 つ た 場 合 に お け る 懲

戒 処 分 を 除 く 。 ） 又 は こ れ に 準 ず る 処 分 を 受 け た と き 。

五 第 三 項 の 規 定 に よ り 応 募 を 取 り 下 げ た と き 。

９ 任 命 権 者 は 、 こ の 条 の 規 定 に よ る 募 集 及 び 認 定 に つ い て 、 募 集 実 施 要 項 及 び 認 定 を 受 け た 応 募 者 の 数 を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

第 十 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 職 員 が 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 該 当 す る 退 職 を し 、 か つ 、 引 き 続 い て 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と な つ た 場 合 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 該 当 す る 職

員 が 退 職 し 、 か つ 、 引 き 続 い て 特 定 一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と な つ た 場 合 に お い て は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 は 、 支 給 し な い 。

附 則 第 八 項 第 一 号 中 「 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 法 」 を 「 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 九 項 中 「 の 期 限 若 し く は 同 条 第 二 項 」 を 「 又 は 第 二 項 」 に 、 「 延 長 さ れ た 期 限 の 到 来 又 は 定 年 条 例 第 五 条 第 一 項 の 任 期 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定

に よ り 更 新 さ れ た 任 期 の 終 了 に よ り 」 を 「 引 き 続 い て 勤 務 し た 後 」 に 、 「 、 年 齢 五 十 年 」 を 「 又 は 年 齢 五 十 年 」 に 、 「 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 勧 奨 を 受 け て 」

を 「 、 第 四 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 若 し く は 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け て 同 条 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き 期 日 に 」 に 改 め 、 「 又

は 定 年 に 達 し た 日 以 後 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な く 退 職 し た 者 」 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 四 条 第 二 項 及 び 第 五 条 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 二 十 九 項 の 改 正 規 定 （ 「 そ の 者 の 非 違 に よ る こ と な
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く 勧 奨 を 受 け て 」 を 「 、 第 四 条 第 一 項 第 三 号 の 規 定 に 該 当 す る 者 若 し く は 第 八 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 認 定 を 受 け て 同 条 第 八 項 第 三 号 に 規 定 す る 退 職 す べ き

期 日 に 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 条 の 二 第 二 項 、 第 六 条 の 四 第 二 項 、 第 八 条 の 二 及 び 第 十 九 条 第 五 項 の 規 定 は 、 平 成

二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で の 間 に 新 条 例 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 該 当 す る 退 職 を し 、 か つ 、 引 き 続 い て 同 項 に 規 定 す る 特 定

一 般 地 方 独 立 行 政 法 人 等 役 員 と な っ た 職 員 に つ い て も 適 用 す る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 三 項 中 「 第 五 項 並 び に 」 を 「 第 五 項 、 」 に 改 め 、 「 第 三 項 ま で 」 の 下 に 「 並 び に 第 八 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 」 を 加 え 、 「 第 十 九 号 」 を 「 第 二 十 一 号 」

に 改 め る 。

（ 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

４ 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 附 則 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 に つ い て も 適 用 す る 。

（ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

５ 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 項 及 び 第 十 七 条 中 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 第 五 条 第 一 項 第 四 号 」 に 改 め る 。

提 案 理 由

国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 国 家 公 務 員 に つ い て 早 期 退 職 者 の 募 集 及 び 認 定 の 制 度 が 導 入 さ れ る と と も に 、 定 年 前 早 期 退 職 者 に 対 す る 退 職 手 当

の 基 本 額 に 係 る 特 例 措 置 の 見 直 し が 行 わ れ た こ と 等 に 鑑 み 、 本 県 の 退 職 手 当 制 度 に お い て も 同 様 の 措 置 を 講 ず る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 行 政 財 産 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 行 政 財 産 使 用 料 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 た だ し 書 を 次 の よ う に 改 め る 。

た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

一 延 滞 金 の 額 が 千 円 未 満 で あ る と き 。

二 知 事 が 特 別 の 事 由 に よ り や む を 得 な い も の と 認 め た と き 。

附 則 に 次 の 見 出 し 及 び 二 項 を 加 え る 。

（ 延 滞 金 の 割 合 等 の 特 例 ）

３ 当 分 の 間 、 第 七 条 に 規 定 す る 延 滞 金 の 年 十 四 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 は 、 同 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 各 年 の 特 例 基 準 割 合 （ 当 該 年 の 前 年 に 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭

和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 九 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ た 割 合 に 年 一 パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 年 七 ・ 二 パ ー セ

ン ト の 割 合 に 満 た な い 場 合 に は 、 そ の 年 中 に お い て は 、 当 該 特 例 基 準 割 合 に 年 七 ・ 三 パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 と す る 。

４ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 延 滞 金 の 額 の 計 算 に お い て 、 そ の 計 算 の 過 程 に お け る 金 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 第 七 条 第 一 号 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 額 が 確 定 す る 延 滞 金 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 額 が 確 定 し た 延

滞 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

第 六 号

徳 島 県 行 政 財 産 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 行 政 財 産 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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３ 改 正 後 の 附 則 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 延 滞 金 の う ち 施 行 日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 地 方 税 に 係 る 延 滞 金 の 割 合 が 引 き 下 げ ら れ た こ と に 鑑 み 、 行 政 財 産 の 使 用 料 に 係 る 延 滞 金 の 割 合 に 特 例 を 設 け る 等 の 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
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徳 島 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 三 項 中 「 あ っ た 者 」 の 下 に 「 並 び に 生 活 の 本 拠 を 共 に す る 交 際 （ 婚 姻 関 係 に お け る 共 同 生 活 に 類 す る 共 同 生 活 を 営 ん で い な い も の を 除 く 。 ） を す る

関 係 に あ る 相 手 及 び 当 該 関 係 に あ る 相 手 で あ っ た 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 三 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 生 活 の 本 拠 を 共 に す る 交 際 を す る 関 係 に あ る 相 手 等 に 対 す る 暴 力 的

行 為 を 、 性 別 に よ る 権 利 侵 害 と し て 禁 止 さ れ る 行 為 に 追 加 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 七 号

徳 島 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 男 女 共 同 参 画 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校
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徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

徳 島 県 障 が い 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例

第 一 条 中 「 徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 」 を 「 徳 島 県 障 が い 者 施 策 推 進 協 議 会 」 に 改 め る 。

第 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 立 障 害 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 立 障 害 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例

第 一 条 中 「 障 害 者 に 」 を 「 障 が い 者 に 」 に 、 「 障 害 者 ス ポ ー ツ 」 を 「 障 が い 者 ス ポ ー ツ 」 に 、 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 、 「 徳 島 県 立 障 害 者 交 流 プ ラ

ザ 」 を 「 徳 島 県 立 障 が い 者 交 流 プ ラ ザ 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 障 害 者 交 流 セ ン タ ー 」 を 「 障 が い 者 交 流 セ ン タ ー 」 に 、 「 視 聴 覚 障 害 者 支 援 セ ン タ ー 」 を 「 視 聴 覚 障 が い 者 支 援 セ ン タ ー 」 に 、 「 障 害 者 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 」 を 「 障 が い 者 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 視 覚 障 害 者 用 」 を 「 視 覚 障 が い 者 用 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 視 覚 障 害 者 」

第 八 号

徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門
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を 「 視 覚 障 が い 者 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 聴 覚 障 害 者 用 」 を 「 聴 覚 障 が い 者 用 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 及 び 第 八 号 中 「 視 聴 覚 障 害 者 」 を 「 視 聴 覚 障 が い 者 」

に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 二 号 及 び 第 三 号 中 「 障 害 者 ス ポ ー ツ 」 を 「 障 が い 者 ス ポ ー ツ 」 に 改 め る 。

第 七 条 中 「 障 害 者 等 」 を 「 障 が い 者 等 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 等 に 係 る 震 災 に 強 い 社 会 づ く り 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 等 に 係 る 震 災 に 強 い 社 会 づ く り 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 四 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 三 項 中 「 身 体 障 害 」 を 「 身 体 障 が い 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 文 化 振 興 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 徳 島 県 文 化 振 興 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 二 項 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

（ 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 笑 顔 が 踊 る と く し ま 歯 と 口 腔 の 健 康 づ く り 推 進 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 七 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

前 文 中 「 は ぐ く ん で 」 を 「 育 ん で 」 に 、 「 障 害 」 を 「 障 が い 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 号 中 「 障 害 」 を 「 障 が い 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 子 ど も の は ぐ く み 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 徳 島 県 子 ど も の は ぐ く み 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 の 見 出 し 中 「 障 害 等 」 を 「 障 が い 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 の 障 害 」 を 「 の 障 が い 」 に 、 「 身 体 障 害 」 を 「 身 体 障 が い 」 に 、 「 知 的 障 害 」 を 「 知 的 障

が い 」 に 、 「 精 神 障 害 」 を 「 精 神 障 が い 」 に 、 「 発 達 障 害 」 を 「 発 達 障 が い 」 に 、 「 障 害 等 」 を 「 障 が い 等 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 徳 島 県 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

徳 島 県 障 が い 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 条 例

前 文 中 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 、 「 障 害 者 に 」 を 「 障 が い 者 に 」 に 、 「 障 害 者 が 」 を 「 障 が い 者 が 」 に 、 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用

関 係 団 体 」 に 改 め る 。

第 一 条 中 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 、 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 、 「 障 害 者 が 」 を 「 障 が い 者 が 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 障 が い 者 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 に 規 定 す る 障 害 者 を い う 。

第 二 条 第 二 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 、 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」

に 改 め る 。

第 三 条 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

第 四 条 中 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 、 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 改 め る 。

第 五 条 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 見 出 し 中 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 改 め 、 同 条 中 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 、 「 障 害 者

の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 改 め る 。

第 七 条 並 び に 第 八 条 の 見 出 し 並 び に 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 第 一 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

第 九 条 中 「 障 害 」 を 「 障 が い 」 に 改 め る 。

第 十 条 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 中 「 障 害 者 が 」 を 「 障 が い 者 が 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 中 「 障 害 者 を 」 を 「 障 が い 者 を 」 に 、 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 中 「 障 害 者 の 」 を 「 障 が い 者 の 」 に 、 「 障 害 者 雇 用 関 係 団 体 」 を 「 障 が い 者 雇 用 関 係 団 体 」 に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 及 び 附 則 第 二 項 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 改 め る 。

（ も て な し の 阿 波 と く し ま 観 光 基 本 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 も て な し の 阿 波 と く し ま 観 光 基 本 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 号 中 「 障 害 者 」 を 「 障 が い 者 」 に 、 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め る 。
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（ 徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 二 号 中 「 障 害 」 を 「 障 が い 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 警 察 職 員 の 特 別 ほ う 賞 金 の 支 給 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 徳 島 県 警 察 職 員 の 特 別 ほ う 賞 金 の 支 給 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 重 度 障 害 者 特 別 ほ う 賞 金 」 を 「 重 度 障 が い 者 特 別 ほ う 賞 金 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 重 度 障 害 」 を 「 重 度 障 が い 」 に 改 め る 。

第 六 条 の 見 出 し を 「 （ 重 度 障 が い 者 特 別 ほ う 賞 金 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 重 度 障 害 者 特 別 ほ う 賞 金 」 を 「 重 度 障 が い 者 特 別 ほ う 賞 金 」 に 、 「 重 度 障 害 の 」 を 「 重

度 障 が い の 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 中 「 重 度 障 害 者 特 別 ほ う 賞 金 」 を 「 重 度 障 が い 者 特 別 ほ う 賞 金 」 に 、 「 重 度 障 害 の 」 を 「 重 度 障 が い の 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

障 害 者 の 人 権 に 対 す る 一 層 の 配 慮 の 必 要 性 に 鑑 み 、 徳 島 県 障 害 者 施 策 推 進 協 議 会 設 置 条 例 等 に お け る 障 害 に 関 す る 用 語 の 表 記 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校
２４
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徳 島 県 商 工 労 働 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 商 工 労 働 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 三 十 六 の 項 を 削 り 、 三 十 七 の 項 を 三 十 六 の 項 と す る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 旅 券 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 五 年 法 律 第 六 十 九 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 申 請 が な さ れ て い る 一 般 旅 券 の 記 載 事 項 の 訂 正 に 係 る 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

旅 券 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 一 般 旅 券 の 記 載 事 項 の 訂 正 に 係 る 手 数 料 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 九 号

徳 島 県 商 工 労 働 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 商 工 労 働 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 九 号 徳 島 県 商 工 労 働 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ２５
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初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



徳 島 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 を 第 六 条 と し 、 第 二 条 か ら 第 四 条 ま で を 一 条 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 組 織 ）

第 二 条 審 査 会 は 、 委 員 七 人 で 組 織 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 国 土 利 用 計 画 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県

土 地 利 用 審 査 会 の 委 員 の 定 数 を 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 号

徳 島 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 号 徳 島 県 土 地 利 用 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ２７
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�
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徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 第 一 号 チ 中 「 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る 法 律 」 を 「 配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、

「 規 定 す る 被 害 者 」 の 下 に 「 又 は 配 偶 者 暴 力 防 止 等 法 第 二 十 八 条 の 二 に 規 定 す る 関 係 に あ る 相 手 か ら の 暴 力 を 受 け た 者 」 を 加 え 、 同 号 チ の �１ 中 「 第 三 条 第 三 項

第 三 号 」 及 び 「 第 五 条 」 の 下 に 「 （ 配 偶 者 暴 力 防 止 等 法 第 二 十 八 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 チ の �２ 中 「 第 十 条 第 一 項 」 の 下 に 「 （ 配 偶

者 暴 力 防 止 等 法 第 二 十 八 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 三 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

配 偶 者 か ら の 暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 生 活 の 本 拠 を 共 に す る 交 際 を す る 関 係 に あ る 相 手 か ら の 暴 力 を 受 け

た 者 の う ち 一 定 の 要 件 を 満 た す も の に つ い て 、 県 営 住 宅 の 入 居 者 資 格 を 緩 和 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 一 号

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 一 号 徳 島 県 営 住 宅 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ２９
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初校

�
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徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例

徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 二 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。

（ 設 置 ）

第 一 条 社 会 教 育 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 徳 島 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） の 附 属 機 関 と し て 、

徳 島 県 社 会 教 育 委 員 （ 以 下 「 委 員 」 と い う 。 ） を 置 く 。

（ 委 員 の 委 嘱 の 基 準 ）

第 二 条 委 員 は 、 学 校 教 育 及 び 社 会 教 育 の 関 係 者 、 家 庭 教 育 の 向 上 に 資 す る 活 動 を 行 う 者 並 び に 学 識 経 験 の あ る 者 の 中 か ら 、 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。

（ 委 員 の 定 数 及 び 任 期 ）

第 三 条 委 員 の 定 数 は 、 十 五 人 と す る 。

２ 委 員 の 任 期 は 、 二 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

３ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 十 二 号

徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例 の 全 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 二 号 徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例 の 全 部 改 正 に つ い て ３１

平成25年11月議案及び議案説明書



提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 社 会 教 育 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 社 会

教 育 委 員 の 委 嘱 の 基 準 を 条 例 で 定 め る と と も に 、 規 定 の 整 備 合 理 化 を 図 る た め 、 徳 島 県 社 会 教 育 委 員 設 置 条 例 の 全 部 を 改 正 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例

案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
３２
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警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

表 徳 島 県 吉 野 川 警 察 署 の 項 の 項 名 を 「 徳 島 県 阿 波 吉 野 川 警 察 署 」 に 改 め 、 同 項 中
「
吉 野 川 市

」
を
「
吉 野 川 市

阿 波 市

」
に 改 め 、 同 表 徳 島 県 阿 波 警 察 署 の 項 を 削 り 、 同 表 徳 島 県 美 馬 警 察 署 の 項 中
「
美 馬 市 脇 町 、 穴 吹 町 及 び 木 屋 平

」
を

「
美 馬 市

美 馬 郡

三 好 郡 東 み よ し 町 毛 田 一 六 一 三 番 地 か ら 二 六 八 一

番 地 ま で 及 び 四 ○ 九 五 番 地 か ら 四 七 七 三 番 地 ま で

並 び に 中 庄 二 九 六 五 番 地 か ら 四 一 七 二 番 地 ま で

」
に 改 め 、 同 表 徳 島 県 つ る ぎ 警 察 署 の 項 を 削 り 、 同 表 徳 島 県 三 好 警 察 署 の 項 中 「 徳 島 県 つ る ぎ

警 察 署 」 を 「 徳 島 県 美 馬 警 察 署 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

第 十 三 号

警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 三 号 警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ３３
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徳 島 県 吉 野 川 警 察 署

徳 島 県 阿 波 吉 野 川 警 察 署

徳 島 県 阿 波 警 察 署

徳 島 県 美 馬 警 察 署

徳 島 県 美 馬 警 察 署

徳 島 県 つ る ぎ 警 察 署

（ 徳 島 県 警 察 署 協 議 会 条 例 の 一 部 改 正 ）

２ 徳 島 県 警 察 署 協 議 会 条 例 （ 平 成 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 号 。 以 下 「 一 部 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の

日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 一 部 改 正 条 例 に よ る 改 正 前 の 警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二

十 号 ） 表 に 規 定 す る 警 察 署 の う ち 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の に 置 か れ て い る 協 議 会 の 委 員 に 委 嘱 さ れ て い る 者 は 、 施 行 日 に 、 一 部 改 正 条 例 に よ る 改 正 後 の

警 察 署 の 名 称 、 位 置 及 び 管 轄 区 域 に 関 す る 条 例 表 に 規 定 す る 警 察 署 の う ち そ れ ぞ れ 次 の 表 の 相 当 下 欄 に 掲 げ る も の に 置 か れ て い る 協 議 会 の 委 員 と し て 委 嘱

さ れ た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 委 嘱 さ れ た も の と み な さ れ る 委 員 の 任 期 は 、 第 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 行 日 の 前 日 に

お け る 委 員 と し て の 任 期 の 残 任 期 間 と 同 一 の 期 間 と す る 。

提 案 理 由

管 轄 区 域 内 の 治 安 の 維 持 及 び 向 上 の 必 要 性 に 鑑 み 、 徳 島 県 吉 野 川 警 察 署 及 び 徳 島 県 阿 波 警 察 署 の 管 轄 区 域 並 び に 徳 島 県 美 馬 警 察 署 及 び 徳 島 県 つ る ぎ 警 察 署 の

管 轄 区 域 を そ れ ぞ れ 統 合 す る と と も に 、 統 合 後 の 区 域 を 管 轄 す る 警 察 署 の 名 称 及 び 位 置 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校
３４

平成25年11月議案及び議案説明書



徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 二 十 一 条 第 六 項 」 を 「 第 二 十 一 条 第 四 項 」 に 、 「 運 営 」 を 「 委 員 の 定 数 及 び 任 期 そ の 他 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 」 に 改 め る 。

第 三 条 を 第 四 条 と し 、 第 二 条 を 第 三 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 委 員 の 定 数 及 び 任 期 ）

第 二 条 委 員 会 は 、 委 員 四 人 で 組 織 す る 。

２ 委 員 の 任 期 は 、 一 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

３ 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 域 の 自 主 性 及 び 自 立 性 を 高 め る た め の 改 革 の 推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律 に よ り 刑 事 収 容 施 設 及 び 被 収 容 者 等 の 処 遇 に 関 す る 法 律 の 一 部

が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 の 委 員 の 定 数 及 び 任 期 を 条 例 で 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 四 号

徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 十 四 号 徳 島 県 留 置 施 設 視 察 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ３５

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 使 用 料 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 五 百 二 十 円 」 を 「 六 百 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 五 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 を 板 野 郡 松 茂 町 に 新 設 す る こ と に 伴 い 、 使 用 料 の 額 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 十 五 号

徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 五 号 徳 島 県 自 動 車 運 転 免 許 試 験 場 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ３７

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



徳 島 県 工 業 用 水 道 事 業 料 金 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 工 業 用 水 道 事 業 料 金 等 徴 収 条 例 （ 昭 和 四 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 第 二 項 の 延 滞 金 の 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 全 額 が 千 円 未 満 で あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て る 。

附 則 を 附 則 第 一 項 と し 、 附 則 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

２ 当 分 の 間 、 第 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 延 滞 金 の 年 十 四 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 及 び 年 七 ・ 二 五 パ ー セ ン ト の 割 合 は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 各 年 の 特 例 基 準

割 合 （ 当 該 年 の 前 年 に 租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 九 十 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 告 示 さ れ た 割 合 に 年 一 パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割

合 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 年 七 ・ 二 パ ー セ ン ト の 割 合 に 満 た な い 場 合 に は 、 そ の 年 （ 以 下 「 特 例 基 準 割 合 適 用 年 」 と い う 。 ） 中 に お い て は 、 年 十 四 ・ 五 パ ー セ

ン ト の 割 合 に あ つ て は 当 該 特 例 基 準 割 合 適 用 年 に お け る 特 例 基 準 割 合 に 年 七 ・ 三 パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 と し 、 年 七 ・ 二 五 パ ー セ ン ト の 割 合 に あ つ

て は 当 該 特 例 基 準 割 合 に 年 一 パ ー セ ン ト の 割 合 を 加 算 し た 割 合 （ 当 該 加 算 し た 割 合 が 年 七 ・ 二 五 パ ー セ ン ト の 割 合 を 超 え る 場 合 に は 、 年 七 ・ 二 五 パ ー セ ン ト

の 割 合 ） と す る 。

３ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け る 延 滞 金 の 額 の 計 算 に お い て 、 そ の 計 算 の 過 程 に お け る 金 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 附 則 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 は 、 延 滞 金 の う ち こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

第 十 六 号

徳 島 県 工 業 用 水 道 事 業 料 金 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 工 業 用 水 道 事 業 料 金 等 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 五 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

初校

第 十 六 号 徳 島 県 工 業 用 水 道 事 業 料 金 等 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ３９

平成25年11月議案及び議案説明書



提 案 理 由

地 方 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 地 方 税 に 係 る 延 滞 金 の 割 合 が 引 き 下 げ ら れ た こ と に 鑑 み 、 工 業 用 水 の 料 金 に 係 る 延 滞 金 の 割 合 に 特 例 を 設 け る 等 の 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

初校
４０

平成25年11月議案及び議案説明書



１ 工 事 名 道路改築工事

２ 路 線 名 一般国道１９５号

３ 工 事 箇 所 那賀郡那賀町平谷～日真 出合大橋上部工

４ 工 期 徳島県議会の議決のあった日の翌日から平成２９年３月２５日まで

５ 契 約 金 額 １，８６８，４００，０００円

６ 契 約 の 方 法 一般競争入札

７ 契 約 の 相 手 方 川田工業・アルス製作所・大久保産業道路改築工事出合大橋上部工事共同企業体

代表構成員 富山県南砺市苗島４６１０番地

川田工業株式会社

代表取締役社長 川 田 忠 裕

代理人

香川県仲多度郡多度津町西港町１７番地

川田工業株式会社四国営業所

所 長 片 山 信 彦

構 成 員 徳島県小松島市金磯町８番９０号

株式会社 アルス製作所

代表取締役社長 坂 本 孝

第１７号

一般国道１９５号道路改築工事出合大橋上部工の請負契約について

次のとおり工事の請負契約を締結する。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

三校
第１７号 一般国道１９５号道路改築工事出合大橋上部工の請負契約について ４１

平成25年11月議案及び議案説明書



構 成 員 徳島市昭和町８丁目８番地

大久保産業株式会社

代 表 取 締 役 大久保 重 敏

提案理由

工事の請負契約について，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を

提出する理由である。

再校
４２

平成25年11月議案及び議案説明書



発売総額 １０，０００，０００千円以内

提案理由

当せん金付証票の発売について，当せん金付証票法第４条の規定により，その限度額について議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由であ

る。

第１８号

当せん金付証票の発売について

当せん金付証票法により，平成２６年度中において証票を次のとおり発売することができる。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

再校
第１８号 当せん金付証票の発売について ４３

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



１ 施 設 の 名 称 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

２ 指 定 管 理 者 徳島市藍場町二丁目１４番地

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷管理運営業務参加グループ

３ 指 定 の 期 間 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第１９号

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の指定管理者の指定について

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第１９号 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の指定管理者の指定について ４５

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



１ 施 設 の 名 称 徳島県立牟岐少年自然の家

２ 指 定 管 理 者 徳島市一番町三丁目１６番地の３

岡田企画株式会社

３ 指 定 の 期 間 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第２０号

徳島県立牟岐少年自然の家の指定管理者の指定について

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

平 成２５年１１月２９日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
第２０号 徳島県立牟岐少年自然の家の指定管理者の指定について ４７

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書







損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第２号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２５年１１月２９日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

板野郡板野町在住 １名 ２，１１５，８８９ 平成２５年３月１１日 板野郡板野町地内 平成２５年１１月７日

板野郡松茂町在住 １名 １１０，０００ 平成２５年８月１４日 板野郡松茂町地内 平成２５年１１月７日

吉野川市在住 １名 １６，６４４ 平成２５年９月９日 吉野川市地内 平成２５年１１月７日

板野郡藍住町在住 ２名 １，２７９，８１５ 平成２５年６月４日 板野郡北島町地内 平成２５年１１月８日

板野郡板野町在住 １名 １７３，２４８ 平成２５年６月１２日 板野郡藍住町地内 平成２５年１１月８日

板野郡藍住町在住 １名 １８８，１１５ 平成２５年７月１０日 板野郡藍住町地内 平成２５年１１月８日

徳島市在住 １名 ４３，４３８ 平成２５年８月３日 鳴門市地内 平成２５年１１月８日

円

三校
報告第２号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について ５１

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第３号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第１８０条第１項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第２項の規定により報告する。

平 成２５年１１月２９日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

阿南市在住 １名 ９６，０００ 平成２５年６月１０日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２５年１１月６日

徳島市在住 １名 ２４，０００ 平成２５年６月２６日 海部郡美波町地内
（県道阿南鷲敷日和佐線） 平成２５年１１月６日

吉野川市在住 １名 ２１５，０００ 平成２５年８月２４日 徳島市地内
（県道徳島上那賀線） 平成２５年１１月６日

那賀郡那賀町在住 １名 １０５，０００ 平成２５年８月２５日 那賀郡那賀町地内
（国道１９５号） 平成２５年１１月６日

円

三校
報告第３号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について ５３

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



補 正 予 算 説 明 書

初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



平成２５年度徳島県一般会計補正予算（第３号）説明書
歳入歳出補正予算（第３号）事項別明細書 （単位 千円）

１ 総 括

（歳 入）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

０１ 県 税 ６６，５００，０００ ― ６６，５００，０００ ―

０２ 地 方 消 費 税 清 算 金 １４，７８７，０００ ― １４，７８７，０００ ―

０３ 地 方 譲 与 税 ９，２４２，０００ ― ９，２４２，０００ ―

０４ 地 方 特 例 交 付 金 １３０，０００ ― １３０，０００ ―

０５ 地 方 交 付 税 １４０，０００，０００ ― １４０，０００，０００ ―

０６ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ２９０，０００ ― ２９０，０００ ―

０７ 分 担 金 及 び 負 担 金 １，１３８，２５５ ― １，１３８，２５５ ―

０８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３，９６６，２９４ ― ３，９６６，２９４ ―

再校
５７

平成25年11月議案及び議案説明書



款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

０９ 国 庫 支 出 金 ６８，６２２，１４７ ― ６８，６２２，１４７ ―

１０ 財 産 収 入 ８６３，７１６ ― ８６３，７１６ ―

１１ 寄 附 金 １３，２２９ ― １３，２２９ ―

１２ 繰 入 金 ９３，９３９，８４４ １０，０００ ９３，９４９，８４４ ６１

１３ 繰 越 金 ５，９８２，５７２ ３１，５００ ６，０１４，０７２ ６３

１４ 諸 収 入 １３，８６９，２７８ ― １３，８６９，２７８ ―

１５ 県 債 ６８，５２２，０００ ― ６８，５２２，０００ ―

歳 入 合 計 ４８７，８６６，３３５ ４１，５００ ４８７，９０７，８３５ ―

再校
５８

平成25年11月議案及び議案説明書



（歳 出）

款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

０１ 議 会 費 ９８０，４３３ ― ９８０，４３３ ―

０２ 総 務 費 ３７，８３７，４２８ ３，０００ ３７，８４０，４２８ ３，０００ ６５

０３ 民 生 費 ５８，７９７，８３３ ２，０００ ５８，７９９，８３３ ２，０００ ６７

０４ 衛 生 費 ２７，３５５，２６４ ― ２７，３５５，２６４ ―

０５ 労 働 費 ６，９４８，２３６ ― ６，９４８，２３６ ―

０６ 農 林 水 産 業 費 ３２，９９８，７９５ ― ３２，９９８，７９５ ―

０７ 商 工 費 ５９，２０３，９８８ １０，０００ ５９，２１３，９８８ １０，０００ ６９

０８ 土 木 費 ４４，５２２，９５５ １，５００ ４４，５２４，４５５ １，５００ ７１

０９ 警 察 費 ２２，０１５，６７５ ２５，０００ ２２，０４０，６７５ ２５，０００ ７３

再校
５９

平成25年11月議案及び議案説明書



款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源
一 般 財 源

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

１０ 教 育 費 ８３，７２０，９４６ ― ８３，７２０，９４６ ―

１１ 災 害 復 旧 費 ９，７９９，６８２ ― ９，７９９，６８２ ―

１２ 公 債 費 ８６，９９５，１２３ ― ８６，９９５，１２３ ―

１３ 諸 支 出 金 １６，５３９，９７７ ― １６，５３９，９７７ ―

１４ 予 備 費 １５０，０００ ― １５０，０００ ―

財 源 振 替 ０ ０ ０ 繰越金 ３１，５００ △３１，５００ ―

歳 出 合 計 ４８７，８６６，３３５ ４１，５００ ４８７，９０７，８３５ ４１，５００ ０ ―

再校
６０

平成25年11月議案及び議案説明書



２ 歳 入

（款） １２ 繰 入 金

（項） ０１ 特別会計繰入金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

０２ 中小企業・雇用対策事業
特 別 会 計 繰 入 金 ５６，０６５，６００ １０，０００ ５６，０７５，６０００１

中小企業・雇用
対 策 事 業
特別会計繰入金

１０，０００ 商工政策課 １０，０００

計 ５６，４１３，８６６ １０，０００ ５６，４２３，８６６

初校
６１歳入 第１２款 繰 入 金

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



（款） １３ 繰 越 金

（項） ０１ 繰 越 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

０１ 繰 越 金 ５，９８２，５７２ ３１，５００ ６，０１４，０７２０１繰 越 金 ３１，５００

計 ５，９８２，５７２ ３１，５００ ６，０１４，０７２

初校
６３歳入 第１３款 繰 越 金

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



３ 歳 出

（款） ０２ 総 務 費

（項） ０１ 総 務 管 理 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

１３消 費 者
行政推進費 ９７，８２３ ２，０００ ９９，８２３ ２，０００

１１需 用 費 １，４６８ １ 消費者行政推進費 ２，０００

１２役 務 費 ３２

１４使用料及び賃 借 料 ５００

計 ２６，８２０，６４９ ２，０００２６，８２２，６４９ ２，０００

初校
６５歳出 第０２款 総 務 費

平成25年11月議案及び議案説明書



（項） ０２ 企 画 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０２計画調査費 ２１４，２６４ １，０００ ２１５，２６４ １，０００
１９負担金、補助及び交付金 １，０００ １ 広域交流連携推進費

生涯スポーツ国際総合競技大会準備費
負担金 １，０００

計 ４，０８８，０２９ １，０００４，０８９，０２９ １，０００

初校
６６

平成25年11月議案及び議案説明書



（款） ０３ 民 生 費

（項） ０１ 社 会 福 祉 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０１社 会 福 祉総 務 費 ２，０６８，０７９ ２，０００２，０７０，０７９ ２，０００
０８報 償 費 ８０ １ 社会福祉振興対策費 ２，０００

０９旅 費 １０

１１需 用 費 １，７００

１２役 務 費 １０

１３委 託 料 ２００

計 ４２，７３８，１７２ ２，０００４２，７４０，１７２ ２，０００

初校
６７歳出 第０３款 民 生 費

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



（款） ０７ 商 工 費

（項） ０１ 商 業 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０１商業総務費 ５２，９００，３３０ １０，０００５２，９１０，３３０
繰入金
１０，０００ ２８繰 出 金 １０，０００ １ 中小企業・雇用対策事業特別会計へ繰出

１０，０００

計 ５４，５３５，２４２ １０，０００５４，５４５，２４２ １０，０００

初校
６９歳出 第０７款 商 工 費

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



（款） ０８ 土 木 費

（項） ０６ 住 宅 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０２住宅建設費 ８７７，０１６ １，５００ ８７８，５１６ １，５００１３委 託 料 １，５００ １ 木造住宅振興費 １，５００

計 １，２８８，５１１ １，５００１，２９０，０１１ １，５００

初校
７１歳出 第０８款 土 木 費

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



（款） ０９ 警 察 費

（項） ０１ 警 察 管 理 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０２警察本部費 １７，５２１，３８９ ２５，０００１７，５４６，３８９ ２５，０００
１１需 用 費 １１，８６１ １ 管理運営費 ２５，０００

１２役 務 費 ５４０

１３委 託 料 １２，５８０

１８備品購入費 １９

計 １９，９４９，０３９ ２５，０００１９，９７４，０３９ ２５，０００

初校
７３歳出 第０９款 警 察 費

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



補正予算（第３号）債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（当該年度提出に係る分）

事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出（ 見 込 ）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源期 間 金 額 期 間 金 額 国支出金 地 方 債 そ の 他

徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理運営

協定
８５，２２４

自

平成２６年度

至

平成２８年度

８５，２２４ ９３９ ８４，２８５

徳島県立牟岐少年自然の家の管理運営

協定
２２４，６５６

自

平成２６年度

至

平成２８年度

２２４，６５６ ２２４，６５６

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

再校
７５

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



平成２５年度徳島県特別会計補正予算説明書 （単位 千円）

総 括 表

区 分 補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１ ２１，０００

合 計 ２５３，８５０，１５８ ２１，０００ ２５３，８７１，１５８ ２１，０００

初校
７７

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



平成２５年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計補正予算（第２号）説明書
歳入歳出補正予算（第２号）事項別明細書

１ 歳 入

（款） ０１ 中小企業・雇用対策事業収入

項 目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

０３ 繰 入 金 ５６，８１６，６００ １０，０００ ５６，８２６，６００

０１ 一 般 会 計 繰 入 金 ５６，８１６，６００ １０，０００ ５６，８２６，６０００１一般会計繰入金 １０，０００

０４ 諸 収 入 ５６，３７６，８５１ １１，０００ ５６，３８７，８５１

０１ 貸 付 金 元 利 収 入 ５６，３７６，１０１ １１，０００ ５６，３８７，１０１０１
中小企業・雇用
対 策 推 進 費
造 成 資 金
貸付金元利収入

１，０００ 利子 １，０００

０２
中 小 企 業
振 興 資 金
貸付金元利収入

１０，０００ 元金 １０，０００

計 １１３，１９６，６５１ ２１，０００ １１３，２１７，６５１

再校
７９

平成25年11月議案及び議案説明書



初校

�

平成25年11月議案及び議案説明書



２ 歳 出

（款） ０１ 中小企業・雇用対策事業費

項 目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

０１
中小企業・
雇 用 対 策
事 業 費

１１３，１９６，
６５１ ２１，０００１１３，２１７，６５１ ２１，０００

０１
中小企業
・雇用対
策事業費

１１３，１９６，
６５１ ２１，０００１１３，２１７，６５１

繰入金
１０，０００

諸収入
１１，０００

０８報 償 費 ７５０ １ 中小企業振興資金貸付金 １０，０００

２ 中小企業・雇用対策推進費 １，０００

３ 一般会計へ繰出 １０，０００

０９旅 費 １１０

１１需 用 費 ９０

１４使用料及び賃 借 料 ５０

２１貸 付 金 １０，０００

２８繰 出 金 １０，０００

計 １１３，１９６，
６５１ ２１，０００１１３，２１７，６５１ ２１，０００
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